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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセス端末において動作可能な無線通信の方法であって、
　低電力状態からウェークすることと、
　前パイロット取得の少なくとも１つは第１の試み中にパイロットを成功裏に取得したこ
と、またはパイロット探索のための探索ウィンドウの中心のドリフトが予め決定されたス
レショルドよりも小さいことを決定することと、
　前記決定によりパイロット取得タイムラインを好適化することと、ここにおいて、前記
パイロット取得タイムラインを前記好適化することは、デフォルトの継続時間に対して前
記パイロット取得タイムラインの継続時間を短縮することを備え、前記パイロット取得タ
イムラインは、パイロットを取得するプロセスのために利用される継続時間に対応し、
　ダイナミックに好適化されたパイロット取得タイムラインにより前記パイロットを探索
することと、
　を備える、アクセス端末において動作可能な無線通信の方法。
【請求項２】
　前記パイロット取得タイムラインを前記好適化することは、前記パイロットの探索に対
応する探索パラメータを変更することを備える請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記パイロット取得タイムラインを前記好適化することは、前記パイロットの探索に対
応する探索アルゴリズムを変更することを備える請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記決定することは、前記少なくとも１つの成功裏に取得されたパイロットの強度は予
め決定されたスレショルドよりも大きいと決定することをさらに備える請求項１に記載の
方法。
【請求項５】
　前記決定することは、成功裏に取得されたパイロットに関する復調フィンガーの強度は
予め決定されたスレショルドよりも大きいと決定することをさらに備える請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　前記決定することは、
　スロットサイクルインデックスにおける分散は予め決定されたスレショルドよりも小さ
いこと、ＤＲｘサイクルにおける分散は予め決定されたスレショルドよりも小さいこと、
又はページメッセージ誤り率は予め決定されたスレショルドよりも小さいこと、のうちの
少なくとも１つを決定することをさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記決定することは、
　少なくとも１つの前パイロット取得は第１の試み中に成功裏に前記パイロットを取得し
たと決定することと、
　前記少なくとも１つの成功裏に取得されたパイロットの強度は予め決定されたスレショ
ルドよりも大きいと決定することと、
　成功裏に取得されたパイロットに関する復調フィンガーの強度は予め決定されたスレシ
ョルドよりも大きいと決定することと、
　パイロット探索のための探索ウィンドウの中心のドリフトは予め決定されたスレショル
ドよりも小さいと決定することと、
　スロットサイクルインデックスにおける分散は予め決定されたスレショルドよりも小さ
いこと、ＤＲｘサイクルにおける分散は予め決定されたスレショルドよりも小さいこと、
又はページメッセージ誤り率は予め決定されたスレショルドよりも小さいことのうちの少
なくとも１つを決定することと、を備える請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記決定することは、前記アクセス端末は緊急コールバックモードにないと決定するこ
とをさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記決定することは、呼又はシステムアクセス試みのうちの１つの終了に引き続く予め
決定された時間ウィンドウが経過していると決定することをさらに備える請求項１に記載
の方法。
【請求項１０】
　無線通信のために構成されたアクセス端末であって、
　低電力状態からウェークするための手段と、
　前パイロット取得の少なくとも１つは第１の試み中にパイロットを成功裏に取得したこ
と、またはパイロット探索のための探索ウィンドウの中心のドリフトが予め決定されたス
レショルドよりも小さいことを決定するための手段と、
　前記決定によりパイロット取得タイムラインを好適化するための手段と、
　ここにおいて、前記パイロット取得タイムラインは、パイロット取得プロセスのために
利用される継続時間、前記パイロットの取得を試みるために利用される１つ以上の探索パ
ラメータ、又は前記パイロットを探索して取得するために利用されるアルゴリズムのうち
の１つまたは複数に対応する、
　ダイナミックに好適化されたパイロット取得タイムラインにより前記パイロットを探索
するための手段と、
　を備え、
　前記パイロット取得タイムラインを好適化するための前記手段は、デフォルトの継続時
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間に対して前記パイロット取得タイムラインの継続時間を短縮するように構成される、無
線通信のために構成されたアクセス端末。
【請求項１１】
　アクセス端末において動作可能なコンピュータプログラムであって、
　請求項１－９のうちのいずれかの方法をコンピュータに行わせるための命令、を備える
、コンピュータによって読み取り可能な記憶媒体を備える、アクセス端末において動作可
能なコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照及び優先権の主張
　本特許出願は、“APPARATUS AND METHOD FOR DYNAMIC PILOT REACQUISITION IN A WIRE
LESS COMMUNICATION SYSTEM”（無線通信システムにおけるパイロット再取得のための装
置及び方法）という題名を有し、その内容全体が引用によってここにおいて組み入れられ
ている仮特許出願第６１／５８２，１９７号（米国特許商標庁出願日：２０１１年１２月
３０日）に対する優先権及びその利益を主張するものである。
【０００２】
　本発明の実施形態は、概して、無線通信に関するものである。本発明の実施形態は、よ
り具体的には、アクセス端末においてスリープ状態から出るときにパイロット信号を再取
得するための方法及びデバイスに関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　様々なタイプの通信コンテンツ、例えば、音声、映像、パケットデータ、メッセージン
グ、ブロードキャスト、等、を提供することを目的として無線通信システムが広範囲にわ
たって配備されている。これらのシステムは、無線通信を容易にするために好適化された
様々なタイプのアクセス端末によってアクセスすることができ、複数のアクセス端末が利
用可能なネットワークリソース（例えば、時間、周波数、及び電力）を共有する。該無線
通信システムの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システムと、時分割多元接続（ＴＤ
ＭＡ）システムと、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システムと、直交周波数分割多元接
続（ＯＦＤＭＡ）システムと、を含む。
【０００４】
　幾つかの例では、アクセス端末は、スロッテッドモード（ｓｌｏｔｔｅｄ　ｍｏｄｅ）
、又は不連続受信（ＤＲｘ）モードを、１つの節電上の特徴として利用することができる
。ここで、スロッテッドモードは、アクセス端末が幾つかの電力集約的な回路、例えば、
受信機のＲＦ電力増幅器、を周期的に入切する節電上の特徴である。回路は、既知の間隔
でオンにされ、このため、アクセス端末は、ページングシングメッセージ又はその他のダ
ウンリンク情報がアクセス端末に送信されるときのみにその情報に関してリッスン（ｌｉ
ｓｔｅｎ）することができる。概して、そのモデムに関して送信されるものがない場合は
、次のサイクルまで再度その受信機の電源が切られる。このスロッテッドモードは、アイ
ドル状態、及びトラフィック状態で生じることができ、使用される技術に依存する。
【０００５】
　ページングメッセージの有無をリッスンするために、モデムは、低電力状態からウェー
クアップ（ｗａｋｅ　ｕｐ）してその受信機の電源を投入するときには、最初に、基地局
によって送信されたパイロットを探し出して取得しなければならない。その最終目標は、
いずれかの該当するデータが順方向リンク（ダウンリンクとも呼ばれる）で到着する前に
パイロットを取得して復調を開始することである。
【発明の概要】
【０００６】
　この簡単な発明の概要は、本開示の１つ以上の態様又は実施形態についての基本的な理
解を提供することを目的として該態様の単純化された概要を示すものである。この概要は
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、本開示のすべての企図される特徴の広範な概略ではなく、又、本開示の全態様の主要な
又は非常に重要な要素を特定するわけではないこと、及び本開示の態様のいずれの態様の
適用範囲も詳述はせず及び全態様の適用範囲を詳述するわけではないことが意図される。
それの唯一の目的は、後述されるより詳細な発明を実施するための形態の準備段階として
、本開示の１つ以上の態様の幾つかの概念を簡略化された形で提示することである。
【０００７】
　本開示の様々な態様により、アクセス端末における電力消費及び呼性能の両方とも、パ
イロット取得タイムラインをチャネル状態に合わせてダイナミックに好適化することによ
って向上させることができる。この方法により、良好な状態では、呼性能を犠牲にせずに
電力消費又は待機時間性能を向上させることができ、他方、不良な状態では、呼性能を向
上させることができる。
【０００８】
　一態様では、本開示は、アクセス端末において動作可能な無線通信の方法を提供する。
ここで、その方法は、低電力状態からウェークすることと、無線チャネルの特徴、又はア
クセス端末の状態のうちの少なくとも１つが予め決定された継続時間の間持続されている
と決定することと、その決定によりパイロット取得タイムラインを好適化することと、ダ
イナミックに好適化されたパイロット取得タイムラインによりパイロットを探索すること
と、を含む。
【０００９】
　本開示の他の態様は、無線通信のために構成されたアクセス端末を提供する。ここで、
そのアクセス端末は、少なくとも１つのプロセッサと、無線チャネルを受信するために少
なくとも１つのプロセッサに結合された受信機と、少なくとも１つのプロセッサに結合さ
れたメモリと、を含む。少なくとも１つのプロセッサは、アクセス端末を低電力状態から
ウェークさせ、無線チャネルの特徴、又はアクセス端末の状態のうちの少なくとも１つは
予め決定された継続時間の間持続されていると決定し、その決定によりパイロット取得タ
イムラインを好適化し、及びダイナミックに好適化されたパイロット取得タイムラインに
よりパイロットを探索するように構成される。
【００１０】
　本開示の他の態様は、無線通信のために構成されたアクセス端末を提供する。ここで、
そのアクセス端末は、低電力状態からウェークするための手段と、無線チャネルの特徴、
又はアクセス端末の状態のうちの少なくとも１つは予め決定された継続時間の間持続され
ていると決定するための手段と、その決定によりパイロット取得タイムラインを好適化す
るための手段と、ダイナミックに好適化されたパイロット取得タイムラインによりパイロ
ットを探索するための手段と、を含む。
【００１１】
　本開示の他の態様は、アクセス端末において動作可能であるコンピュータプログラム製
品を提供する。ここで、コンピュータプログラム製品は、低電力状態からウェークするこ
とをコンピュータに行わせるための命令、無線チャネルの特徴、又はアクセス端末の状態
のうちの少なくとも１つは予め決定された継続時間の間持続されていると決定することを
コンピュータに行わせるための命令、その決定によりパイロット取得タイムラインを好適
化することをコンピュータに行わせるための命令、及びダイナミックに好適化されたパイ
ロット取得タイムラインによりパイロットを探索することをコンピュータに行わせるため
の命令を有するコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体を含む。
【００１２】
　本発明の具体的で典型的な実施形態に関する以下の説明を添付図と関連させて検討した
時点で、本発明のその他の態様、特徴、及び実施形態が当業者にとって明らかになるであ
ろう。本発明の特徴は、以下の一定の実施形態及び図に関して説明されているが、本発明
の全実施形態が、ここにおいて論じされる有利な特徴のうちの１つ以上を含むことができ
る。換言すると、１つ以上の実施形態が幾つかの有利な特徴を有するとして説明される一
方で、該特徴のうちの１つ以上を、ここにおいて論じられる本発明の様々な実施形態によ
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り使用することもできる。同様に、以下では典型的な実施形態がデバイス、システム、又
は方法の実施形態として論じられている一方で、該典型的な実施形態は、様々なデバイス
、システム、及び方法において実装可能であることが理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　開示される態様は、以後は、添付された図面と関連させて説明される。添付された図面
は、開示される態様を限定するためではなく例示するために提供されるものであって、こ
こで、同様の指定数字は、同様の要素を表している。
【図１】本開示の１つ以上の態様が本発明の幾つかの実施形態によりアプリケーションを
見つけることができるネットワーク環境の例を示したブロック図である。
【図２】アクセス端末によって実装することができるプロトコルスタックアーキテクチャ
の例を示したブロック図である。
【図３】少なくとも１つの例によるアクセス端末の選択されたコンポーネントを例示した
ブロック図である。
【図４】従来のパイロット取得タイムラインを例示したフローチャートである。
【図５】一例によるパイロット取得タイムラインのダイナミックな好適化のためのプロセ
スを例示したフローチャートである。
【図６】一例による短縮されたパイロット取得タイムラインに関するエントランス基準を
決定するプロセスを例示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　今度は様々な態様が図面を参照して説明される。以下の記述では、説明の目的上、１つ
以上の態様についての徹底的な理解を提供するために数多くの具体的な詳細が記載される
。しかしながら、該態様は、これらの特定の詳細なしに実践できることが明確であろう。
さらに、幾つかの利益、その他の利点及び問題解決方法はここでは特定の実施形態に関し
て説明される。しかしながら、いずれの利益も、利点も、又は問題解決方法も、又は、い
ずれかの特定の利益、利点、又は解決方法を発生させること又はより顕著にさせることが
できるいずれの要素も、いずれかの又はすべての請求項の重要な、要求される、又は不可
欠な特徴又はコンポーネントであるとは解釈されるべきでない。同様の参照数字は、本明
細書全体を通じて同様の要素を指定する。
【００１５】
　本明細書の文脈において、ある要素が他の要素の“上に”存在するとして言及される場
合は、それは、直接他の要素上に存在すること又は１つ以上の介在要素が間に存在する状
態で他の要素上に間接的に存在することができる。さらに、本明細書の文脈において、あ
る要素が他の要素に“接続されている”又は“結合されている”として言及される場合は
、それは、直接他の要素に接続又は結合すること又は１つ以上の介在要素が間に存在する
状態で他の要素に間接的に接続又は結合することができる。
【００１６】
　さらに、単数の要素への言及は、特記がないかぎり“１つ及び１つだけ”を意味するこ
とは意図されず、むしろ“１つ以上”であることが意図される。別の特記がないかぎり、
用語“幾つか”は、１つ以上を意味する。当業者に知られている又は将来知られることに
なる、本開示全体を通じて説明される様々な態様の要素のすべての構造上及び機能上の同
等物は、ここでの引用によって明示でここに組み入れられており、さらに請求項によって
包含されることが意図される。さらに、ここにおいて開示されるいずれのことも、当該開
示が請求項において明示されるかどうかにかかわらず、公衆に提供することは意図されな
い。請求項のいずれの要素も、３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１２、第６段落の規定に基づいて解
釈されるべきではない。ただし、要素が、句“～のための手段”を用いて明記されている
場合、又は、方法請求項の場合は、要素が句“～のためのステップ”を用いて記載されて
いる場合はこの限りではない。
【００１７】
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　さらに、表現“又は”は、排他的な“又は”ではなく包含的な“又は”を意味すること
が意図される。すなわち、別の特記がないかぎり、又は文脈から明らかでないかぎり、表
現“ＸはＡ又はＢを採用する”は、自然の包含的置換のうちのいずれかを意味することが
意図される。すなわち、表現“ＸはＡ又はＢを採用する”は、次の事例のうちのいずれか
によって満たされる。すなわち、ＸはＡを採用する、ＸはＢを採用する、又はＸは、Ａと
Ｂの両方を採用する。さらに、本出願及び添付される請求項において使用される場合の冠
詞“ａ”及び“ａｎ”は、特記がないかぎり又は単数形であることが文脈上明確でないか
ぎり、概して“１つ以上”を意味すると解釈されるべきである。
【００１８】
　様々な態様又は特徴は、幾つかのデバイス、コンポーネント、モジュール、等を含むこ
とができるシステムに関して提示される。様々なシステムは、追加のデバイス、コンポー
ネント、モジュール、等を含むことができること及び／又は図と関連させて説明されるす
べてのデバイス、コンポーネント、モジュール、等を含まなくてもよいことが理解及び評
価されるべきである。これらのアプローチ法の組み合わせも使用することができる。
　本出願において使用される場合、用語“コンポーネント”、“モジュール”、“システ
ム”、等は、コンピュータに関連するエンティティ、例えば、限定することなしに、ハー
ドウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせ、ソフトウェア、
又は実行中のソフトウェア、を含むことが意図される。例えば、コンポーネントは、プロ
セッサ上で実行中のプロセス、プロセッサ、オブジェクト、エクセキュータブル（ｅｘｅ
ｃｕｔａｂｌｅ）、実行スレッド、プログラム、及び／又はコンピュータであることがで
き、ただしそれらに限定されない。例示として、コンピューティングデバイス上で実行さ
れるアプリケーション及びそのコンピューティングデバイスの両方がコンポーネントであ
ることができる。プロセス及び／又は実行スレッド内には１つ以上のコンポーネントが常
駐することができ、コンポーネントは、１つのコンピュータ上に局在すること及び／又は
２つ以上のコンピュータ間で分散させることができる。さらに、これらのコンポーネント
は、様々なデータ構造が格納されている様々なコンピュータによって読み取り可能な媒体
から実行することができる。これらのコンポーネントは、ローカル及び／又は遠隔プロセ
スによって、例えば１つ以上のデータパケット、例えば、ローカルシステム又は分散型シ
ステム内の他のコンポーネントと対話中の１つのコンポーネントからのデータ、又はイン
ターネット等のネットワークを通じて信号を用いてその他のシステムと対話中のコンポー
ネントからのデータ、を有する信号に従って、通信することができる。
【００１９】
　本開示の１つ以上の態様において、説明される機能は、ハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェア、又はあらゆるそれらの組み合わせにおいて実装することができる。ソフ
トウェアにおいて実装される場合は、それらの機能は、コンピュータによって読み取り可
能な媒体において１つ以上の命令又はコードとして格納すること又は送信することができ
る。コンピュータによって読み取り可能な媒体は、一時的又は非一時的であることができ
、コンピュータ記憶媒体及び１つの場所から他へのコンピュータプログラムの転送を容易
にするあらゆる媒体を含む通信媒体の両方を含むことができる。記憶媒体は、汎用コンピ
ュータ又は専用コンピュータによってアクセスすることができるあらゆる利用可能な媒体
であることができる。一例として、及び制限することなしに、該非一時的なコンピュータ
によって読み取り可能な媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ又はその
他の光学ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置又はその他の磁気記憶装置、又は、希
望されるプログラムコード手段を命令又はデータ構造の形態で搬送又は格納するために用
いることができ及び汎用又は専用のコンピュータ又は汎用又は専用のプロセッサによって
アクセス可能なあらゆるその他の媒体、を備えることができる。さらに、どのような接続
も、コンピュータによって読み取り可能な媒体であると適切に呼ばれる。例えば、ソフト
ウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、より対線、デジタル加入者ライン（ＤＳ
Ｌ）、又は無線技術、例えば、赤外線、無線、及びマイクロ波、を用いてウェブサイト、
サーバ、又はその他の遠隔ソースから送信される場合は、該同軸ケーブル、光ファイバケ
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ーブル、より対線、ＤＳＬ、又は無線技術、例えば赤外線、無線、及びマイクロ波、は、
媒体の定義の中に含まれる一時的なエンティティである。ここにおいて用いられるときの
ディスク（ｄｉｓｋ及びｄｉｓｃ）は、コンパクトディスク（ＣＤ）（ｄｉｓｃ）と、レ
ーザディスク（ｄｉｓｃ）と、光ディスク（ｄｉｓｃ）と、デジタルバーサタイルディス
ク（ＤＶＤ）（ｄｉｓｃ）と、フロッピー（登録商標）ディスク（ｄｉｓｋ）と、Ｂｌｕ
－ｒａｙ（登録商標）ディスク（ｄｉｓｃ）と、を含み、ここで、ｄｉｓｋは、通常は磁
気的にデータを複製し、ｄｉｓｃは、レーザを用いて光学的にデータを複製する。上記の
組み合わせも、コンピュータによって読み取り可能な媒体の適用範囲内に含めるべきであ
る。コンピュータによって読み取り可能な媒体は、コンピュータプログラム製品において
具現化することができる。一例として、ただし制限することなしに、コンピュータプログ
ラム製品は、パッケージング材料に入ったコンピュータによって読み取り可能な媒体を含
むことができる。当業者は、特定の用途及び課せさられた全体的な設計上の制約事項に依
存して、本開示全体を通じて提示される説明される機能を実装するための最良の方法を認
識するであろう。
【００２０】
　さらに、様々な態様は、ここでは、有線端末又は無線端末であることができる端末と関
連させて説明される。端末は、システム、デバイス、加入者ユニット、加入者局、移動局
、モバイル、モバイルデバイス、遠隔局、遠隔端末、アクセス端末、ユーザ端末、端末、
通信デバイス、ユーザエージェント、ユーザデバイス、又はユーザ装置（ＵＥ）と呼ぶこ
ともできる。無線端末は、携帯電話、衛星電話、コードレス電話、セッション開始プロト
コル（ＳＩＰ）フォン、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局、パーソナルデジタルア
シスタント（ＰＤＡ）、無線接続能力を有するハンドヘルドデバイス、コンピューティン
グデバイス、又は無線モデムに結合されたその他の処理デバイスであることができる。さ
らに、ここでは様々な態様が基地局と関連させて説明される。基地局は、無線端末と通信
するために利用することができ、アクセスポイント、ノードＢ、又は何らかのその他の用
語で呼ばれることもある。
【００２１】
　ここにおいて説明される技法は、様々な無線通信システム、例えば、ＣＤＭＡ、ＴＤＭ
Ａ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡ及びその他のシステム、に関して使用するこ
とができる。用語“システム”及び“ネットワーク”は、しばしば互換可能な形で使用さ
れる。ＣＤＭＡシステムは、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０
００、等の無線技術を実装することができる。ＵＴＲＡは、ワイドバンド－ＣＤＭＡ（Ｗ
－ＣＤＭＡ）と、ＣＤＭＡのその他の変形と、を含む。さらに、ｃｄｍａ２０００は、Ｉ
Ｓ－２０００規格、ＩＳ－９５規格及びＩＳ－８５６規格を網羅する。ＴＤＭＡシステム
は、無線技術、例えば、グローバル移動体通信システム（ＧＳＭ（登録商標））、を実装
することができる。ＯＦＤＭＡシステムは、無線技術、例えば、エボルブド（Ｅｖｏｌｖ
ｅｄ）ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０
２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ、等を実装する
ことができる。ＵＴＲＡ及びＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴ
Ｓ）の一部である。３ＧＰＰロングタームエボリューション（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖ
ｏｌｕｔｉｏｎ）（ＬＴＥ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳのリリース版であり、
ダウンリンクにおいてＯＦＤＭＡ、アップリンクにおいてＳＣ－ＦＤＭＡを採用する。Ｕ
ＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ及びＧＳＭは、“第３世代パート
ナーシッププロジェクト”（３ＧＰＰ）という名称の組織からの文書において記述される
。さらに、ｃｄｍａ２０００は、“第３世代パートナーシッププロジェクト２”（３ＧＰ
Ｐ２）という名称の組織からの文書において記述される。さらに、該無線通信システムは
、ペアでない免許不要のスペクトル、８０２．ｘｘ無線ＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登
録商標）、及びその他の短距離又は長距離の無線通信技法をしばしば使用するピア・ツー
・ピア（例えば、モバイル－モバイル）アドホックネットワークシステムをさらに含むこ
とができる。
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　本開示全体を通じて提示される様々な概念は、非常に様々な通信システム、ネットワー
クアーキテクチャ、及び通信規格にわたって実装することができる。ここにおける説明は
、ＣＤＭＡ及び３ＧＰＰ２　１ｘプロトコル及びシステムの例を提示しているが、本開示
の１つ以上の態様を採用することができ及び１つ以上のその他の無線通信プロトコル及び
システムに含めることができることを当業者は認識するであろう。今度は図１を参照し、
本開示の１つ以上の態様がアプリケーションを見つけることができるネットワーク環境の
例が示される。ここで、無線通信システム１００は、１つ以上の基地局１０２、１つ以上
のアクセス端末１０４、１つ以上の基地局コントローラ（ＢＳＣ）１０６、及び、（例え
ば、モバイルスイッチングセンター／ビジター位置レジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）を介して
）公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）に対する及び／又は（パケットデータ交換ノード（ＰＤＳ
Ｎを介して）ＩＰネットワークに対するアクセスを提供するコアネットワーク１０８を含
む。システム１００は、複数の搬送波（異なる周波数の波形信号）での動作をサポートす
ることができる。多搬送波送信機は、複数の搬送波で同時に変調された信号を送信するこ
とができる。各々の変調された信号は、ＣＤＭＡ信号、ＴＤＭＡ信号、ＯＦＤＭＡ信号、
単一搬送波周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）信号、等であることができる。各々の
変調された信号は、異なる搬送波で送信することができ及び制御情報（例えば、パイロッ
ト信号）、オーバーヘッド情報、データ、等を搬送することができる。
　基地局１０２は、基地局アンテナを介してアクセス端末１０４と無線で通信することが
できる。基地局１０２は、各々、無線通信システム１００への（１つ以上のアクセス端末
１０４に関する）無線接続性を容易にするデバイスを含むことができる。例えば、基地局
１０２は、アクセスポイント、ベーストランシーバ局（ＢＴＳ）、無線基地局、無線トラ
ンシーバ、トランシーバ機能、ベーシックサービスセット（ＢＳＳ）、拡張サービスセッ
ト（ＥＳＳ）、ノードＢ、フェムトセル、ピコセル、及び／又はその他の適切なデバイス
を含むことができる。
【００２２】
　基地局１０２は、複数の搬送波を介して基地局コントローラ１０６の制御下でアクセス
端末１０４と通信するように構成される。基地局１０２の各々は、各々の地理上のエリア
に関する通信カバレッジを提供することができる。ここでは、各基地局１０２に関するカ
バレッジエリア１１０は、セル１１０－ａ、１１０－ｂ、又は１１０－ｃとして識別され
ている。基地局１０２に関するカバレッジエリア１１０は、セクタ（示されていないが、
カバレッジエリアの一部分のみを成す）に分割することができる。セクタに分割されたカ
バレッジエリア１１０において、カバレッジエリア１１０内の複数のセクタは、アンテナ
のグループによって形成することができ、各アンテナは、セルの一部分における１つ以上
のアクセス端末との通信を担当する。
【００２３】
　アクセス端末１０４は、カバレッジエリア１１０全体に分散することができ、及び、各
々の基地局１０２と関連付けられた１つ以上のセクタと無線で通信することができる。ア
クセス端末１０４は、アクセス端末１０４と無線通信システム１００の１つ以上のネット
ワークノード（例えば、基地局１０２）との間でデータを通信するためのプロトコルスタ
ックアーキテクチャを採用するように好適化することができる。プロトコルスタックは、
概して、指定数字順に層が表現される通信プロトコルに関する層化アーキテクチャの概念
的モデルを含み、転送されたデータは、それらの表現順に、各層によって順次処理される
。図形的には、“スタック”は、典型的には垂直に示され、最小の指定数字を有する層が
底に存在する。
【００２４】
　図２は、アクセス端末１０４によって実装することができるプロトコルスタックアーキ
テクチャの例を示すブロック図である。図１及び２を参照し、アクセス端末１０４に関す
るプロトコルスタックアーキテクチャは、３つの層、すなわち、層１（Ｌ１）、層２（Ｌ
２）、及び層３（Ｌ３）、とともに示される。
【００２５】
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　層１　２０２は、最低層であり、様々な物理層信号処理機能を実装する。層１　２０２
は、ここでは物理層２０２とも呼ばれる。この物理層２０２は、アクセス端末１０４と基
地局１０２との間での無線信号の送信及び受信に対処する。
【００２６】
　層２（又は“Ｌ２層”）２０４と呼ばれるデータリンク層が、物理層２０２の上方に存
在し、層３によって生成されたシグナリングメッセージの引き渡しを担当する。Ｌ２層２
０４は、物理層２０２によって提供されるサービスを利用する。Ｌ２層２０４は、２つの
副層、すなわち、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）副層２０６、及びリンクアクセス制御
（ＬＡＣ）副層２０８、を含むことができる。
【００２７】
　ＭＡＣ副層２０６は、Ｌ２層２０４の下位のほうの副層である。ＭＡＣ副層２０６は、
メディアアクセスプロトコルを実装し、物理層２０２によって提供されるサービスを用い
たより高位の層のプロトコルデータユニットの転送を担当する。ＭＡＣ副層２０６は、よ
り高位の層から共有されるエアインタフェースへのデータのアクセスを管理することがで
きる。
　ＬＡＣ副層２０８は、Ｌ２層２０４の高位のほうの副層である。ＬＡＣ副層２０８は、
層３において生成されるシグナリングメッセージの正確な転送及び引き渡しを提供するデ
ータリンクプロトコルを実装する。ＬＡＣ副層は、より下位の層（層１及びＭＡＣ副層）
によって提供されるサービスを利用する。
【００２８】
　層３　２１０は、より高位の層又はＬ３層と呼ぶこともでき、基地局１０２とアクセス
端末１０４との間の通信プロトコルの意味論及びタイミングによりシグナリングメッセー
ジを発生させ及び終了させる。Ｌ３層２１０は、Ｌ２層によって提供されるサービスを利
用する。情報（データ及び声の両方）メッセージもＬ３層２１０を通じて渡される。
【００２９】
　図３は、少なくとも１つの例により該特徴を採用するように好適化されたアクセス端末
３００の選択されたコンポーネントを例示したブロック図である。アクセス端末３００は
、通信インタフェース３０４及び記憶媒体３０６に結合された処理回路３０２を含むこと
ができる。
　処理回路３０２は、データを入手、処理及び／又は送信し、データのアクセス及び格納
を制御し、コマンドを出し、及びその他の希望される動作を制御するように構成される。
処理回路３０２は、少なくとも１つの実施形態において該当するメディアによって提供さ
れる希望されるプログラミングを実装するように構成された回路を含むことができる。例
えば、処理回路３０２は、プロセッサ、コントローラ、例えば、ソフトウェア及び／又は
ファームウェア命令を含む実行可能な命令を実行するように構成された複数のプロセッサ
及び／又はその他の構造物、及び／又はハードウェア回路のうちの１つ以上として実装す
ることができる。処理回路３０２の例は、ここにおいて説明される機能を果たすように設
計された汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（
ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）又はその他のプログラ
マブルロジックコンポーネント、ディスクリートゲート又はトランジスタロジック、ディ
スクリートハードウェアコンポーネント、又はそれらのあらゆる組み合わせを含むことが
できる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであることができるが、代替においては
、プロセッサは、従来のどのようなプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、
又はステートマシンであってもよい。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合
せ、例えば、ＤＳＰと、１つのマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッ
サとの組合せ、ＤＳＰコアと関連する１つ以上のマイクロプロセッサとの組合せ、又はあ
らゆるその他の構成、として実装することも可能である。処理回路３０２のこれらの例は
、例示することが目的であり、本開示の適用範囲内のその他の適切な構成も企図される。
【００３０】
　処理回路３０２は、プログラミングの実行を含む処理のために好適化され、それは、記
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憶媒体３０６に格納することができる。幾つかの例では、処理回路３０２は、送信機電力
調整器３１２を含むことができる。
【００３１】
　送信機電力調整器３１２は、送信機３１０をモニタリングし、送信するためのデータが
存在しない間隔に応答して送信機３１０の電源が投入されるか又は切られるかを調整する
ように好適化された回路及び／又はプログラミングを含むことができる。送信機３１０の
該電源の入切は、休止タイマ（ｄｏｒｍａｎｃｙ　ｔｉｍｅｒ）から独立して行われる。
【００３２】
　通信インタフェース３０４は、アクセス端末３００の無線通信を容易にするように構成
される。例えば、通信インタフェース３０４は、１つ以上のネットワークノードに関して
双方向での情報の通信を容易にするように好適化された回路及び／又はプログラミングを
含むことができる。通信インタフェース３０４は、１つ以上のアンテナ（示されていない
）に結合することができ、少なくとも１つの受信機回路３０８（例えば、１つ以上の受信
機チェーン）及び／又は少なくとも１つの送信機回路３１０（例えば、１つ以上の送信機
チェーン）を含む無線トランシーバ回路を含む。一例として、及び制限することなしに、
少なくとも１つの送信機回路３１０は、アンテナを介しての無線媒体を通じてのアップリ
ンク送信のための搬送波での増幅、フィルタリング、及び送信フレームの変調を含む様々
な信号コンディショニング機能を提供するように好適化された回路、デバイス及び／又は
プログラミングを含むことができる。
　記憶媒体３０６は、プログラミング及び／又はデータ、例えば、プロセッサによって実
行可能なコード又は命令（例えば、ソフトウェア、ファームウェア）、電子データ、デー
タベース、又はその他のデジタル情報、を格納するための１つ以上のデバイスを代表する
ことができる。記憶媒体３０６は、プログラミングを実行時に処理回路３０２によって処
理されるデータを格納するために使用することもできる。記憶媒体３０６は、汎用又は専
用プロセッサによってアクセスすることができるあらゆる利用可能な媒体であることがで
きる。一例として及び制限することなしに、記憶媒体３０６は、非一時的なコンピュータ
によって読み取り可能な媒体、例えば、磁気記憶装置（例えば、ハードディスク、フロッ
ピーディスク、磁気ストリップ）、光学記憶媒体（例えば、コンパクトディスク（ＣＤ）
、デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ））、スマートカード、フラッシュメモリデバ
イス（例えば、カード、スティック、キードライブ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、消去可能ＰＲ
ＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、レジスタ、取り外し可
能ディスク、及び／又は情報を格納するためのその他の非一時的なコンピュータによって
読み取り可能な媒体、及びそれらのあらゆる組み合わせ、を含むことができる。記憶媒体
３０６は、処理回路３０２に結合すること、又は処理回路３０２によって少なくともアク
セス可能であることができ、このため、処理回路３０２は、記憶媒体３０６から情報を読
み取ること、及び記憶媒体３０６に情報を書き込むことができる。それらの例において、
記憶媒体３０６は、処理回路３０２と一体化することができる。
【００３３】
　記憶媒体３０６によって格納されたプログラミングは、処理回路３０２によって実行さ
れたときに、ここにおいて説明される様々な機能及び／又はプロセスステップのうちの１
つ以上を実行することを処理回路３０２に行わせる。記憶媒体３０６は、ダイナミックパ
イロット再取得動作（すなわち、命令）３１４を含むことができる。ダイナミックパイロ
ット再取得動作３１４は、例えば、パイロット再取得回路３１２において、処理回路３０
２によって実装することができる。従って、本開示の１つ以上の態様により、処理回路３
０２は、ここにおいて説明されるあらゆる１つの又はすべてのアクセス端末（例えば、ア
クセス端末１０４又は３００）のためにあらゆる１つの又はすべてのプロセス、関数、ス
テップ及び／又はルーチンを実施するように好適化することができる。ここで使用される
場合において、処理回路３０２に関連する用語“好適化された”は、処理回路３０２が、
ここにおいて説明される様々な特徴により特定のプロセス、関数、ステップ及び／又はル
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ーチンを実行するように構成され、採用される、実装される、又はプログラミングされる
、のうちの１つ以上であることを意味することができる。
　本開示の少なくとも１つの態様により、アクセス端末３００は、パイロット取得タイム
ラインを好適化するようにダイナミックに構成される。パイロット取得は、例えば、アク
セス端末３００がスロッテッドモード又は不連続受信（ＤＲｘ）モードでスリープから抜
け出るときに生じることができる。例えば、良好な状態で行われるパイロット探索のため
により短い継続時間及び／又は適切に変更されたパラメータ又はアルゴリズムを実装する
ことができ、それは、呼性能を維持しながらの電力消費量の低減を可能にすることができ
る。さらに、不良なチャネル状態で行われる探索のためにより長い継続時間及び／又は適
切に変更されたパラメータ又はアルゴリズムを実装することができ、それは、タイムリー
な形でパイロットを取得する確率を向上させることによって呼性能の向上を可能にするこ
とができる。
　数多くの異なる無線アクセス技術（ＲＡＴ）において、不連続受信（ＤＲｘ）モード（
１ｘ技術ではスロッテッドモードと呼ばれる）は、１つの節電上の特徴であり、アクセス
端末３００は、例えば、受信機３０８のＲＦ電力増幅器を含む、ただし必ずしもこれに限
定されない、幾つかの電力集約的な回路の電源を周期的に入切する。回路は、既知の間隔
で投入され、このため、アクセス端末３００は、ネットワークがページングメッセージ又
はその他のダウンリンク情報をそのアクセス端末３００に送信中であるかどうかをモニタ
リングすることができる。概して、そのアクセス端末３００のために送信されるものが存
在しない場合は、次のアウェークサイクルまで受信機３０８の電源が切られる。このスロ
ッテッドモードは、使用される技術に依存して、アイドルモード、及び接続されたモード
又はトラフィック状態において生じることができる。
　アクセス端末３００が低電力状態からウェークし、受信開始の準備をしているときに、
典型的には、アクセス端末３００は、順方向リンク（ダウンリンクとも呼ばれる）での該
当するデータを復調するのを開始することができるようになる前に基地局によって送信さ
れたパイロットを取得しなければならない。
【００３４】
　本開示の様々な態様により、パイロット取得タイムラインの特徴は、アクセス端末３０
０によって経験されるチャネル状態に合わせて、又は、幾つかの例では、以前のチャネル
状態の履歴に合わせて好適化することができる。ここで、パイロット取得タイムラインは
、パイロット取得プロセスのために利用される継続時間、パイロットの取得を試みるため
に利用される１つ以上の探索パラメータ、及び／又はパイロットを探索して取得するため
に利用されるアルゴリズムを意味することができる。
　アクセス端末３００がパイロットを取得するのを試みるときには、典型的には、探索か
ら開始する。探索後は、識別されたパイロット信号に対応して周波数及び時間の追跡が生
じることができる。１ｘ、及び幾つかのその他のＲＡＴの場合は、探索パラメータは、コ
ヒーレント積分長さ（ｃｏｈｅｒｅｎｔ　ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ　ｌｅｎｇｔｈ）、非
コヒーレント積分長さ、及びウィンドウサイズ（すなわち、評価することが希望されるタ
イミング仮説の数）を含む。本開示の様々な態様において、これらのパラメータのうちの
１つ以上、及びそれらといっしょに利用されるアルゴリズムを、現在又は過去のチャネル
状態により好適化することができる。
　幾つかのＲＡＴ、例えば、１ｘ、では、パイロットは、基地局１０２によって連続的に
送信される。該技術では、パイロット取得タイムラインの継続時間を延長又は短縮する上
で大きな柔軟性を確保することが可能である。幾つかのその他のＲＡＴ、例えば、ＥＶ－
ＤＯ、では、ゲーテッド（ｇａｔｅｄ）パイロットが利用される。すなわち、パイロット
は連続的には送信されない。これらの技術では、パイロット取得タイムラインの継続時間
を変更する上での柔軟性にある程度の限度がある。例えば、パイロット取得タイムライン
の継続時間は、概して、送信されたパイロットの継続時間に制限される。しかしながら、
ゲーテッドパイロット技術でもパイロット取得タイムラインの継続時間の変更を利用可能
である。さらに、技術が連続的パイロット又はゲーテッドパイロットのいずれを利用する
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かにかかわらず、探索パラメータ、又は探索アルゴリズム自体の変更が可能である。
【００３５】
　図４は、例えば、１ｘ技術で利用される従来のパイロット取得タイムラインに対応する
、アクセス端末、例えば、アクセス端末３００、で動作可能なプロセス４００を例示した
フローチャートである。ブロック４０２において、アクセス端末３００は、低電力状態又
はスリープ状態、例えば、スロッテッドモードで利用されるスリープ状態、から起きる。
ブロック４０４において、アクセス端末３００は、例えば、従来の１ｘ技術で利用される
ような１０ｍｓの公称継続時間を有するパイロット取得タイマを始動させることができる
。
　パイロット取得タイマの稼働中に、ブロック４０６において、アクセス端末３００は、
最初に、例えば、アクセス端末３００が直近において滞在したセルに対応する、直近にお
いて使用されたパイロットに関してエアチャネルを探索する。このブロックまたは後続す
るブロックのうちのいずれかにおいて適切なパイロットが見つかった場合は、パイロット
の取得に伴って現在のプロセスが終了し、後続して、基地局から該当するデータを受信す
るための順方向リンクの復調が行われる。ブロック４０８でパイロットが見つからない場
合は、ブロック４１０において、アクセス端末３００は、一定の数Ｎ（例えば、３）の最
も有望な近隣物を探索する。ここで、最も有望な近隣物は、スリープになる前に、例えば
、前のアウェークサイクルで、アクセス端末３００によって行われたチャネル測定に基づ
いて決定しておくことができる。
【００３６】
　幾つかの実施形態により、ブロック４０６での直近において使用されたパイロットの探
索及びブロック４１０でのＮの最も有望な近隣物の探索は、“第１の試み”と呼ぶことが
できる。第１の試みがブロック４１２において使用可能なパイロットを得られない場合は
、ブロック４１４において、最良のパイロットを探索して望ましくは見つけ出すために幾
つかのリカバリメカニズムが使用される。これらのリカバリメカニズムの詳細は当業者に
とって既知であり、ここでは詳細には説明されない。
【００３７】
　ブロック４１６において、パイロットが取得されない場合は、ブロック４１８において
、アクセス端末３００は、ブロック４０４において開始されたパイロット取得タイマによ
りパイロット取得タイムラインが経過しているかどうかを決定する。パイロット取得タイ
ムラインが経過していない場合は、プロセスは、ブロック４１４に関連して上述されるリ
カバリメカニズムの稼働を継続する。パイロット取得タイムラインが経過しているときに
は、プロセスは終了する。
【００３８】
　チャネル状態が良好である１つの典型的なシナリオにおいて、アクティブなパイロット
が強力である、及び／又は近隣セルからのパイロットが強力である場合は、パイロットは
、デフォルトの探索パラメータを用いた第１の試み中に高い確率で取得することができる
。この場合は、ブロック４１４においてリカバリメカニズムを呼び出す確率は相対的に低
い。従って、標準化された１０ｍｓの再取得タイムラインの残りの部分中に、パイロット
が取得された後に、アクセス端末３００は、モデムがパワーアップされる一方で、基本的
には何の生産的な活動をせずにアイドル状態にとどまっていることができる。これは、電
力の無駄遣いとみなすことができる。従って、本開示の態様において、チャネル状態が良
好であるときには、リカバリメカニズムが必要になる見込みはないため、それらのメカニ
ズムに関して割り当てられた時間を短縮すること又はなくすことができる。ここで、良好
なチャネル状態におけるパイロット取得タイムラインのより短い継続時間は、呼の品質に
影響を与えずに電力消費量を低減させることができる。本開示の他の態様では、強力なパ
イロットの探索時にエネルギーをさらに節約するために探索パラメータ及び／又はアルゴ
リズムを変更することができる。
　さらに、不良なチャネル状態であるシナリオにおいては、従来の固定された１０ｍｓの
パイロット取得タイムラインでは、リカバリメカニズムの一部のみが十分な完了時間を有
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することができる。従って、ブロック４１４においてリカバリメカニズムが呼び出された
ときには、アクセス端末３００がページングスロットを見失う可能性があり、従って、ネ
ットワークがアクセス端末３００に送信中のメッセージを見失う可能性がある。ここで、
パイロットを取得する確率を向上させるために、本開示の様々な態様により、パイロット
を探すためにより長い時間を割り当てることができ、及び／又はより弱いパイロットを検
出するために探索パラメータ又はアルゴリズムを拡張させることができる。ここで、不良
なチャネル状態においてより長いタイムライン及び／又は拡張された探索パラメータ又は
アルゴリズムは、より深い探索及び追加のリカバリメカニズムを可能にし、呼の品質を向
上させることができる。
　図５は、本開示の幾つかの態様によりダイナミックパイロット取得タイムラインを実装
するための、アクセス端末、例えば、アクセス端末３００、において動作可能な簡略化さ
れたプロセス５００を例示したフローチャートである。様々な例において、プロセス５０
０は、処理回路３０２によって（例えば、パイロット取得回路３１２を利用）、アクセス
端末１０４又は３００によって、又は記載された機能を果たすためのいずれかの適切な手
段によって、実装することができる。
　本開示の様々な態様において、パイロット取得タイムラインの継続時間、パイロット取
得のために利用される探索パラメータ、及び／又はパイロット取得のために利用されるア
ルゴリズムの１つ以上の変更に関してパイロット取得タイムラインの好適化を行うことが
できる。従って、以下においてパイロット取得タイムラインの変更に言及するときには、
これらの変更のうちの１つ以上を推測することができる。
【００３９】
　ブロック５０２において、アクセス端末３００は、無線チャネルの特徴、及び／又はア
クセス端末３００の状態を決定することができる。ここで、無線チャネルの特徴は、現在
測定されている特徴であることができ、メモリ３０６に格納された以前に決定された特徴
であることができ、又はこれらの組み合わせ、例えば、２つ以上の個別の時間的間隔の平
均、又は連続的な継続時間、であることができる。さらに、無線チャネルの特徴は、パイ
ロット測定値、例えば、Ｅｃ／Ｉｏ、ＲＳＣＰ、ＲＳＳＩ、又はパイロットの強度又は品
質の適切な測定値であることができる。さらに、無線チャネルの特徴は、パイロット信号
以外のダウンリンクチャネルの測定された特徴に関連することができ、及び、諸要因、例
えば、レーク受信機のフィンガー（ｆｉｎｇｅｒ）を復調する強度、ＳＮＲ、又はダウン
リンクチャネルの強度又は品質の適切な測定値、により決定することができる。さらに、
無線チャネルの特徴は、アクティブパイロット、直近のサービングセルからのパイロット
、及び／又はいずれかの１つ以上の近隣セルに対応することができる。
【００４０】
　さらに加えて又は代替として、ブロック５０２において、アクセス端末３００の状態は
、アクセス端末３００の特徴数及び／又は性能基準に対応することができる。以下に示さ
れる制限しない例は、探索ウィンドウの中心のドリフト、呼の後に時間ウィンドウ内に存
在すること、スロットサイクルインデックス又はＤＲｘ継続時間の不一致、又はアイドル
動作又はページング動作に関する１つ以上の要件を満たすことができないこと、を含む。
【００４１】
　例えば、パイロット取得のために使用される探索ウィンドウの中心のドリフトは、アク
セス端末３００における過渡的状態を示していることがあり、パイロット取得タイムライ
ンの短縮を望ましくないものにする。すなわち、呼又はシステムアクセス試行が終了直後
の一定の時間ウィンドウ中にアクセス端末３００内での熱勾配、すなわち、相対的に急激
な温度変化が結果的に生じることがあり、その原因は、逆方向リンクで呼又はシステムア
クセスの試行中に電力増幅器の電源が投入され、それが熱を発生させる。この熱勾配が、
受信機３０８内の水晶発振器をドリフトさせ、その結果、１つのアウェーク継続時間から
次のアウェーク継続時間までに受信ウィンドウ内の受信信号の位置をドリフトさせる。概
して、各アウェーク継続時間に関して探索ウィンドウをセンタリングすることを希望する
ことができる。従って、ドリフトが十分に大きい場合は、ある１つの傾向を示すことがで
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き、このため、短縮されたパイロット取得タイムラインの呼び出しは希望されないことが
ある。
【００４２】
　さらに、さらなる過渡的状態、例えば、アクセス端末３００が一致しないスロットサイ
クルインデックス（ＳＣＩ）又は一致しないＤＲｘ継続時間を利用すること、は、短縮さ
れたパイロット取得タイムラインの利用が望ましくないことを示すことができる。さらに
、アクセス端末３００内のモデムがアイドル又はページング動作に関する適切な要件を満
たしていない場合、又は、ページメッセージ誤り率（ＭＥＲ）がスレショルド以下でない
場合は、これは、短縮されたパイロット取得タイムラインの利用が望ましくないことをさ
らに示すことができる。
　ブロック５０２において無線チャネルの特徴及び／又はアクセス端末３００の状態を決
定した後は、プロセス５００は、ブロック５０４に進み、そこで、パイロット取得タイム
ラインの短縮された継続時間の実装、又は探索パラメータ及び／又はアルゴリズムの対応
する変更にとって状態が好ましいものであるかどうかに関する判断が行われる。
【００４３】
　パイロット取得タイムラインに関する短縮された継続時間、又は良好なチャネル状態に
対応する探索パラメータ又はアルゴリズムの対応する調整があまりにも安易に呼び出され
る場合（例えば、これらの変更に伴ってチャネル状態がパイロットの取得を可能にするほ
ど十分に良好でないとき、又は、アクセス端末が過渡的状態にあるか、又は向上された呼
の性能が要求される状況にあるとき）は、呼の品質が低下するおそれがある。例えば、パ
イロット取得タイムラインに対する該変更が簡単に行われた場合は、順方向リンクにおけ
るページメッセージが見失われる確率が望ましくいないほど上昇することがある。従って
、本開示の幾つかの態様により、パイロット取得タイムラインの短縮を検討時には、本開
示の幾つかの態様は、タイムラインを短縮することを決定する前にかなり厳しいエントラ
ンス（ｅｎｔｒａｎｃｅ）基準を利用することができる。これは、タイムラインの短縮が
早すぎた場合に起こり得る呼の品質低下を緩和するためである。
【００４４】
　さらに、エントランス基準が特定の瞬間に満たされた場合でも、該状態が単なる瞬間的
であり、短縮されたパイロット取得タイムライン又は探索パラメータ又はアルゴリズムに
対する対応する調整の呼び出しは早すぎる可能性がある。従って、本開示の幾つかの態様
により、遅延を利用することができる。例えば、パイロット取得タイムラインの該調整を
可能にする前にエントランス基準が維持されるべき時間のウィンドウ。同様に、エントラ
ンス基準が満たされる場合は、アクセス端末３００がそれに対応してパイロット取得タイ
ムラインを調整し、引き続いてエントランス基準が満たされなくなった場合は、アクセス
端末３００は、一定の期間の間デフォルトのパイロット取得タイムラインに戻ることがで
きる。すなわち、ヒステレシスウィンドウを利用することができ、良好なチャネル状態／
アクセス端末状態に対応するパイロット取得タイムラインの変更は、該状態がヒステレシ
スウィンドウ上で維持されるときにしか呼び出すことができない。
【００４５】
　さらに、アクセス端末３００が、向上された呼の性能が要求される状態にあるとき、例
えば、Ｅ９１１緊急コールバック（ＥＣＢ）モード中又はアクセス端末が過渡的状態にあ
るときには、短縮されたパイロット取得タイムライン及び／又は探索パラメータの対応す
る調整は不許可にすることができる。
　今度は図５に戻り、短縮されたパイロット取得タイムラインに軽々に入られないように
するために、上述される厳しいエントランス基準を維持するためにブロック５０４を利用
することができる。さらに、短縮されたパイロット取得タイムラインに入るための条件が
一定の期間持続されるようにするためにブロック５０６を利用することができる。
【００４６】
　従って、ブロック５０４において、アクセス端末３００は、良好なチャネル状態、及び
／又は対応するアクセス端末状態に対応する選択されたエントランス基準が満たされてい
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るかどうかを決定することができる。上述されるように、ブロック５０４ではあらゆる適
切な組のエントランス基準を利用することができ、概して、エントランス基準が満たされ
ているかどうかは、アクセス端末３００内のモデムにおいて決定することができ、通信イ
ンタフェース３０４、処理回路３０２、及び／又は記憶媒体３０６を含む。
【００４７】
　図６は、短縮されたパイロット取得タイムラインに関するエントランス基準、及び／又
は図５のブロック５０４においてアクセス端末３００によって利用することができる探索
パラメータ又は探索アルゴリズムの対応する調整の一例を実装するためのプロセスを例示
したフローチャートである。制限しない示された例において、５つの異なるエントランス
基準が検査され、短縮されたパイロット取得タイムライン、及び探索パラメータ又は探索
アルゴリズムの対応する調整が利用されるためには５つのすべてが満たされなければなら
ない。当業者は、これらの要因は説明されるシーケンスを含む（このシーケンスに限定さ
れない）あらゆるシーケンスで実装できること、さらに、説明される基準のうちのいずれ
かの２つ以上を実装されたプロセッサから取り除くことができることを認識するであろう
。
【００４８】
　ここで、ブロック６０２において、アクセス端末３００は、１つ以上の前回のパイロッ
ト取得が第１の試み中に成功であったかどうかを決定することができる。すなわち、上述
されるように、第１の試みは、直近において使用されたパイロット、及びＮの最も有望な
近隣セルからのパイロットの探索を意味し、幾つかの例では、前アウェークサイクルで決
定することができる。様々な例において、ブロック６０２における基準は、あらゆる適切
な数の１つ以上のパイロット取得に基づくことができ、それらの１つ以上のパイロット取
得のうちのいずれか１つが第１の試み中にパイロットを取得するのに失敗した場合は、エ
ントランス基準が満たされず、現在のプロセス６００から出る。
【００４９】
　ブロック６０４において、アクセス端末３００は、成功裏に取得されたパイロットの強
度が十分に強い、例えば、適切なスレショルドよりも大きい信号強度を有する、かどうか
を決定することができる。幾つかの例では、ブロック６０４におけるエントランス基準に
関して利用される信号強度は、必ずしも前アウェークサイクルにおける直近のアクティブ
なパイロットではない。すなわち、上述されるように、第１の試みは、直近のアクティブ
なパイロット及びＮの最も強い近隣物の探索を含む。従って、成功裏に取得されたパイロ
ットは、前アウェークサイクルにおける直近のアクティブなパイロット又は最も強力な近
隣物のうちの１つであることができ、その取得されたパイロットが十分な信号強度を有す
る場合は、ブロック６０４の基準が成功である。取得されたパイロットが十分な信号強度
を有さない場合は、エントランス基準は失敗であり、プロセス６００を出る。
【００５０】
　ブロック６０６において、アクセス端末３００は、成功裏に取得されたパイロットにお
ける復調フィンガー（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｎｇ　ｆｉｎｇｅｒ）の強度が十分に強い、
例えば、適切なスレショルドよりも大きい信号強度を有するかどうかを決定することがで
きる。幾つかの例では、ブロック６０６での決定は、復調フィンガーの強度の瞬間的なス
ナップショットであることができ、その他の例では、ブロック６０６での決定は、異なる
瞬時に撮影された２つ以上の該スナップショットの複合であることができる。さらにその
他の例において、アウェーク継続時間全体における復調フィンガーの強度を利用すること
ができる。いずれの場合も、一般的な考え方は、適切な継続時間における復調フィンガー
の強度を確認することであり、強度が例えば予め決定されたスレショルド値を下回って低
下した場合は、ブロック６０６の基準は失敗であり、プロセス６００を出る。
【００５１】
　幾つかの例では、成功裏に取得されたパイロットの強度及び成功裏に取得されたパイロ
ットにおける復調フィンガーの強度は、例えば、通信インタフェース３０４内、例えば、
受信機３０８内の、適切な回路を利用することによって決定することができる。さらに、
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幾つかの例は、説明される信号強度の現在及び／又は前回の測定値を決定するために通信
インタフェース３０４を処理回路３１２及び／又は記憶媒体３０６と調整して利用するこ
とができる。当然のことであるが、当業者は、該信号強度決定回路は当業においては既知
であり、このため、ここでは該回路の詳細は提供されない。
【００５２】
　ブロック６０８において、アクセス端末３００は、パイロット取得のための探索ウィン
ドウの中心のドリフトが十分に低い、例えば、適切なスレショルドを下回るかどうかを決
定することができる。上述されるように、熱勾配、すなわち、アクセス端末３００の温度
の相対的に急激な温度変化が存在する場合は、アクセス端末３００内で時間を追跡する水
晶発振器の周波数がドリフトすることがある。このドリフトに起因して、探索ウィンドウ
内での受信されたパイロット信号の位置が、１つのアウェーク継続時間と次のアウェーク
継続時間との間で変化することがある。このドリフトに起因して、当業者に知られている
ように、各アウェークサイクル中に探索ウィンドウを再センタリングすることを試みるメ
カニズムが存在する。ブロック６０８において、アクセス端末３００は、そのドリフトが
１つの傾向が存在するのを示す上で十分に大きいかどうかを決定することができ、従って
、短縮されたパイロット取得タイムライン、又は探索パラメータ及び／又はアルゴリズム
の対応する調整を呼び出すのは適当ではないと決定することができる。ここで、探索ウィ
ンドウの中心のドリフトが十分に低くない、例えば、適切なスレショルドを上回る場合は
、ブロック６０８の基準は失敗であり、プロセス６００を出る。
【００５３】
　ブロック６１０において、アイドル／ページング動作に関して、アクセス端末３００は
、アイドル／ページング動作に関する１つ以上の様々な要件が満たされているかどうかを
決定することができる。例えば、アクセス端末３００は、一致したスロットサイクルイン
デックス（ＳＣＩ）及び／又はＤＲｘサイクルを利用中であるかどうかを決定することが
できる。そうでない場合は、このことは、アクセス端末３００のモデムが過渡的状態にあ
ることを示し、短縮されたパイロット取得タイムライン、又は探索パラメータ及び／又は
アルゴリズムの対応する調整が利用されるべきではないことを示すことができる。さらに
加えて又は代替として、ブロック６１０において、アクセス端末３００は、ページメッセ
ージ誤り率（ＭＥＲ）が適切に低い、例えば、適切なスレショルドよりも小さいかどうか
を決定することができる。この方法により、アクセス端末３００がページングチャネル復
調に関して幾つかの問題を有している場合は、短縮されたパイロット取得タイムライン、
又は探索パラメータ及び／又はアルゴリズムの対応する調整を呼び出さないように決定す
ることができる。従って、アイドル／ページング動作に関する１つ以上の様々な要件が満
たされていないとアクセス端末３００が決定した場合は、ブロック６１０の基準は失敗で
あり、プロセス６００から出る。
【００５４】
　今度は図５に戻り、ブロック５０４は、良好なチャネル状態及び／又は好ましいアクセ
ス端末状態が存在するという決定に対応することを思い出すこと。図６に関連する上記の
説明は、主にチャネル状態に関するものであるが、短縮されたパイロット取得タイムライ
ンを利用する上で状態が好ましいかどうかを決定するためにアクセス端末３００の状態に
対応する幾つかの追加要因をさらに利用することができる。例えば、本開示の幾つかの態
様では、向上された呼の性能が要求されるとき、又はアクセス端末が過渡的状態にあると
き、例えば、呼又はシステムアクセスの試みが終了したばかりであるときには、短縮され
たパイロット取得タイムラインを不許可にすることができる。
　例えば、モバイルによって行われる雑な（ｒｕｄｅ）ウェークアップからの呼中、また
はＥ９１１緊急コールバック（ＥＣＢ）モード中には、向上された呼の性能を呼び出すこ
とができる。すなわち、アクセス端末３００を利用して緊急呼を行った後には、緊急オペ
レータが折り返し電話することを希望する一定の時間ウィンドウが存在することができる
。このウィンドウ中には、短縮されたパイロット取得タイムラインの利用は、呼を受け取
る確率を低下させるおそれがあるため望ましくない可能性がある。この事情下で、呼の性
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能が極めて重要であるため、本開示の幾つかの態様は、短縮されたパイロット取得タイム
ラインを不許可にすることができる。
　さらに、アクセス端末３００が過渡的状態にあるとき、例えば、呼又はシステムアクセ
スの試みが終了したばかりの後の適切な時間ウィンドウ中には、短縮されたパイロット取
得タイムラインは望ましくないことがある。すなわち、呼又はシステムアクセスの試みが
逆方向リンクで呼び出されたときには、概して受信機３０８の電力増幅器の電源が投入さ
れ、熱を発生させて熱勾配、等を引き起こすことがある。これは、パイロット取得探索の
ための時間ウィンドウの中心のドリフトにより検出することができる。ここで、ドリフト
は、温度勾配の規模が大きくなるのに応じて増大する。従って、該状況中においては、過
渡的状態に対応する適切な時間ウィンドウ中には短縮されたパイロット取得タイムライン
の呼び出しを不許可にすることができる。
　従って、ブロック５０４において、十分に良好なチャネル状態が存在しないこと、又は
端末の状態に起因して短縮されたパイロット取得タイムラインの使用が好ましくないこと
が決定された場合は、プロセス５００は、ブロック５１２に進み、そこで、アクセス端末
３００は、不良なチャネル状態が存在するかどうかを決定することができる。例えば、成
功裏に取得されたパイロットの信号強度が適切なスレショルドを下回る場合、成功裏に取
得されたパイロットにおける復調フィンガーの強度が適切なスレショルドを下回る場合、
及び／又は不良なチャネル状態が存在することをその他の適切な試験が決定した場合は、
プロセス５００は、ブロック５１４に進み、そこで、延長されたパイロット取得タイムラ
イン及び／又はパイロット取得のための探索パラメータの対応する調整を利用することが
できる。このようにして、延長されたパイロット取得タイムラインは、不良なチャネル状
態における向上された呼の品質を可能にすることができ、より多くのパイロット探索時間
を割り当てることによってパイロットを取得する確率を向上させることができる。さらに
加えて又は代替として、探索パラメータ及び／又は探索アルゴリズムの適切な調整は、該
状態においてパイロット信号を取得する確率を同様に向上させることができ、その犠牲と
して電力使用量が多少増大する可能性がある。
【００５５】
　ブロック５１２において、十分に不良なチャネル状態が存在しないとアクセス端末３０
０が決定した場合は、プロセスは、ブロック５１６に進むことができ、そこで、アクセス
端末３００は、デフォルトのパイロット取得タイムラインを利用することができる。幾つ
かの例では、検出タイムラインは、１ｘに関する現在の３ＧＰＰ２規格において利用され
る１０ｍｓタイムラインに対応することができる。当然のことであるが、ブロック５１６
ではあらゆる適切なデフォルトのパイロット取得タイムラインを利用することができる。
【００５６】
　今度はブロック５０４に戻り、図６を参照し、すべての基準６０２乃至６１０が成功し
た場合は、プロセスは、ブロック５０６に進むことができる。上述されるように、概して
、図６において説明される基準は、アクセス端末３００のウェークアップ時点で生じるこ
とができる。しかしながら、本開示の幾つかの態様では、これらの基準が適切な期間の間
持続されることを希望することができる。従って、ブロック５０６において、アクセス端
末は、ブロック５０４で決定された好ましい状態が、例えば、予め決定されたウィンドウ
に対応する期間の間持続されているかどうかを決定することができる。ここで、ウィンド
ウの継続時間は、あらゆる適切な値に設定することができ、該値は一定又は可変であるこ
とができ、及び例えば記憶媒体３０６に格納することができる。
【００５７】
　ウィンドウが完全でない場合は、ブロック５０４で決定された好ましい状態がウィンド
ウの継続時間の間持続されていない場合があり、プロセスは、ブロック５０８に進むこと
ができ、そこで、アクセス端末は、デフォルトのパイロット取得タイムライン及び／又は
デフォルトのパイロット探索パラメータ及び探索アルゴリズムを利用することができる。
このようにして、呼の品質を保持するために、好ましい状態が過渡的であってかなり急速
に消失する潜在的な状況では短縮されたパイロット取得タイムライン又は探索パラメータ
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及び／又はアルゴリズムの対応する変更を保留し、好ましい状態が持続可能であることが
より確実に知られるときのみに実装するようにすることができる。
【００５８】
　従って、デフォルトのパイロット取得タイムライン、探索パラメータ、及び／又は探索
アルゴリズムに対応する状態を、ブロック５０４においてヒステレシスウィンドウの継続
時間の間好ましい状態が持続されている間維持することができる。ブロック５０６のヒス
テレシスウィンドウにより決定された場合、好ましい状態がこの時間量の間持続されると
きには、プロセス５００は、ブロック５１０に進むことができ、そこで、アクセス端末３
００は、パイロット取得のために短縮されたパイロット取得タイムラインを利用すること
及び／又は探索パラメータ又は探索アルゴリズムを調整することができる。
【００５９】
　短縮されたパイロット取得タイムライン、又は探索パラメータ及び／又は探索アルゴリ
ズムの対応する調整を利用時には、本開示の幾つかの態様は、幾つかの問題のうちの１つ
以上が存在するときにデフォルトのパイロット取得タイムラインに戻るためのメカニズム
を実装することができる。例えば、ブロック５１０における短縮されたパイロット取得タ
イムラインの実装に引き続き、プロセス５００は、ブロック５０２に戻ることができる。
このようにして、例えば、パイロット取得の試みが第１の試み中に失敗した場合（すなわ
ち、図６のブロック６０２における基準が失敗した場合）は、アクセス端末３００は、デ
フォルトのパイロット取得タイムラインに戻ること、又は幾つかの例では、ブロック５１
２で決定された場合に延長されたパイロット取得タイムラインを利用することができる。
　このようにして、結果的にある１つの形態のヒステレシスが生じ、短縮されたパイロッ
ト取得タイムライン内に移動するのは相対的に難しいが、デフォルトのパイロット取得タ
イムラインに戻るのは相対的に簡単である。
【００６０】
　幾つかの例では、ブロック５０６において好ましい状態が持続されるかどうかを決定す
るために利用される時間Ｔは、複数のＤＲｘサイクルを網羅することができる。すなわち
、Ｔがページ送信のために使用される時間ウィンドウを網羅するような継続時間の間延長
するのを希望することができる。時間Ｔは、パイロット取得の失敗が生じたときにアクセ
ス端末がネットワークによって実際にページングされていたと仮定することによって導き
出すことができる。すなわち、アクセス端末は、ページを取り損なったと推定することが
できる。この場合は、時間ウィンドウＴは、その後にページがネットワークによって再送
信される時間に設定することができる。従って、アクセス端末３００は、このページ再送
信を受け取るのを試みるために継続時間Ｔの間デフォルトのパイロット取得タイムライン
に戻ることができる。
　さらに、短縮されたパイロット取得タイムラインを利用している間に、図６のブロック
６０４乃至６１０における基準のうちのその他のいずれかの１つ以上が失敗した場合は、
本開示の幾つかの態様では、アクセス端末３００は、適切なヒステレシスウィンドウの間
デフォルトのパイロット取得タイムラインを使用することに戻ることができる。ここで、
ヒステレシスウィンドウは、単一のパイロット取得であることができ、その後に短縮され
たパイロット取得タイムラインに戻ることを許容することができる。
【００６１】
　すなわち、好ましい状態が持続可能であるかどうかを決定するためにブロック５０６に
おいて利用される時間Ｔは、１つ以上の要因、例えば、短縮されたパイロット取得タイム
ラインが現在利用されているかどうか、いずれのエントランス基準が最後に失敗したか、
等により異なることができる。
【００６２】
　電気通信システムの幾つかの態様が、ＣＤＭＡ　１ｘシステムを参照して提示されてい
る。当業者が容易に評価することになるように、本開示全体を通じて説明される様々な態
様は、その他の電気通信システム、ネットワークアーキテクチャ及び通信規格に拡張する
ことができる。
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　さらに、開示される方法におけるステップの特定の順序又は階層は、典型的なプロセス
の例であることが理解されるべきである。設計上の選好に基づき、方法内のステップの特
定の順序又は階層は再編可能であることが理解される。添付される方法請求項は、様々な
ステップの要素を見本の順序で提示するものであり、特別の記載がないかぎり特定の順序
又は階層に限定されることは意味しない。
【００６３】
　前の説明は、当業者がここにおいて説明される様々な態様を実践するのを可能にするた
めに提供される。これらの態様の変更は当業者にとって容易に明確になるであろう、及び
、ここにおいて定められる一般原理は、その他の態様に適用することができる。以上のよ
うに、請求項は、ここにおいて示される態様に限定されることは意図されず、請求項の文
言に一致するかぎりにおいて最大の適用範囲が認められるべきであり、単数形の要素への
言及は、特別の記載がないかぎり“１つ及び１つのみ”を意味することは意図されず、む
しろ“１つ以上”を意味することが意図される。別の特別の記載がないかぎり、表現“幾
つか”は、１つ以上を意味する。項目のリストのうちの“少なくとも１つの”を意味する
表現は、それらの項目のあらゆる組み合わせを意味し、単一の項目を含む。一例として、
 “ａ、ｂ、又はｃのうちの少なくとも１つ”は、ａ、ｂ、ｃ、ａとｂ、ａとｃ、ｂとｃ
、及びａ、ｂ、及びｃを網羅することが意図される。当業者に知られている又はのちに知
られることになる、本開示全体を通じて説明される様々な態様の要素のすべての構造上及
び機能上の同等物は、ここにおける引用によって明示でここに組み入れられており、請求
項によって包含されることが意図される。さらに、ここにおいて開示されるいずれのこと
も、当該開示が請求項において明示されるかどうかにかかわらず、公衆に提供することは
意図されない。請求項のいずれの要素も、３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１２、第６段落の規定に
基づいて解釈されるべきではない。ただし、要素が、句“～のための手段”を用いて明記
されている場合、又は、方法請求項の場合は、要素が句“～のためのステップ”を用いて
記載されている場合はこの限りではない。
　以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　アクセス端末において動作可能な無線通信の方法であって、
　低電力状態からウェークすることと、
　無線チャネルの特徴、又は前記アクセス端末の状態のうちの少なくとも１つが予め決定
された継続時間の間持続されると決定することと、
　前記決定によりパイロット取得タイムラインを好適化することと、
　ダイナミックに好適化されたパイロット取得タイムラインによりパイロットを探索する
ことと、を備える、アクセス端末において動作可能な無線通信の方法。
［Ｃ２］
　前記パイロット取得タイムラインを前記好適化することは、デフォルトの継続時間に対
して前記パイロット取得タイムラインの継続時間を短縮することを備えるＣ１に記載の方
法。
［Ｃ３］
　前記パイロット取得タイムラインを前記好適化することは、パイロットの探索に対応す
る探索パラメータを変更することを備えるＣ２に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記パイロット取得タイムラインを前記好適化することは、パイロットの探索に対応す
る探索アルゴリズムを変更することを備えるＣ２に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記決定することは、少なくとも１つの前パイロット取得が第１の試み中に成功裏にパ
イロットを取得したと決定することを備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記決定することは、少なくとも１つの成功裏に取得されたパイロットの強度は予め決
定されたスレショルドよりも大きいと決定することを備えるＣ１に記載の方法。
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［Ｃ７］
　前記決定することは、成功裏に取得されたパイロットにおける復調フィンガーの強度は
予め決定されたスレショルドよりも大きいと決定することを備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記決定することは、パイロット探索のための探索ウィンドウの中心のドリフトは予め
決定されたスレショルドよりも小さいと決定することを備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記決定することは、
　スロットサイクルインデックスにおける分散のうちの少なくとも１つは予め決定された
スレショルドよりも小さい、ＤＲｘサイクルにおける分散は予め決定されたスレショルド
よりも小さい、又はページメッセージ誤り率は予め決定されたスレショルドよりも小さい
と決定することを備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記決定することは、
　少なくとも１つの前パイロット取得は第１の試み中に成功裏にパイロットを取得したと
決定することと、
　少なくとも１つの成功裏に取得されたパイロットの強度は予め決定されたスレショルド
よりも大きいと決定することと、
　成功裏に取得されたパイロットにおける復調フィンガーの強度は予め決定されたスレシ
ョルドよりも大きいと決定することと、
　パイロット探索のための探索ウィンドウの中心のドリフトは予め決定されたスレショル
ドよりも小さいと決定することと、
　スロットサイクルインデックスにおける分散のうちの少なくとも１つは予め決定された
スレショルドよりも小さい、ＤＲｘサイクルにおける分散は予め決定されたスレショルド
よりも小さい、又はページメッセージ誤り率は予め決定されたスレショルドよりも小さい
と決定することと、を備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記決定することは、前記アクセス端末は緊急コールバックモードにないと決定するこ
とを備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記決定することは、呼又はシステムアクセス試みのうちの１つの終了に引き続く予め
決定された時間ウィンドウが経過していると決定することを備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記パイロット取得タイムラインを前記好適化することは、前記チャネルの前記特徴は
不良なチャネル品質を示すとの決定によりデフォルト継続時間に対してパイロット取得タ
イムラインの継続時間を延長することを備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１４］
　前記パイロット取得タイムラインを前記好適化することは、パイロット探索に対応する
探索パラメータを変更することを備えるＣ１３に記載の方法。
［Ｃ１５］
　前記パイロット取得タイムラインを前記好適化することは、パイロット探索に対応する
探索アルゴリズムを変更することを備えるＣ１３に記載の方法。
［Ｃ１６］
　無線通信のために構成されたアクセス端末であって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合された受信機と、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、を備え、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　前記アクセス端末をウェークし、
　　前記無線チャネルの特徴又は前記アクセス端末の状態のうちの少なくとも１つが予め
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決定された継続時間の間持続されると決定し、
　　前記決定によりパイロット取得タイムラインを好適化し、及び
　　前記ダイナミックに好適化されたパイロット取得タイムラインによりパイロットを探
索するように構成される、無線通信のために構成されたアクセス端末。
［Ｃ１７］
　前記プロセッサは、デフォルトの継続時間に対して前記パイロット取得タイムラインの
継続時間を短縮するようにさらに構成されるＣ１６に記載のアクセス端末。
［Ｃ１８］
　前記プロセッサは、パイロット探索に対応する探索パラメータを変更するようにさらに
構成されるＣ１６に記載のアクセス端末。
［Ｃ１９］
　前記プロセッサは、パイロット探索に対応する探索アルゴリズムを変更するようにさら
に構成されるＣ１６に記載のアクセス端末。
［Ｃ２０］
　前記プロセッサは、少なくとも１つの前パイロット取得は第１の試み中に成功裏にパイ
ロットを取得したと決定するようにさらに構成されるＣ１６に記載のアクセス端末。
［Ｃ２１］
　前記プロセッサは、少なくとも１つの成功裏に取得されたパイロットの強度は予め決定
されたスレショルドよりも大きいと決定するようにさらに構成されるＣ１６に記載のアク
セス端末。
［Ｃ２２］
　前記プロセッサは、成功裏に取得されたパイロットにおける復調フィンガーの強度は予
め決定されたスレショルドよりも大きいと決定するようにさらに構成されるＣ１６に記載
のアクセス端末。
［Ｃ２３］
　前記プロセッサは、パイロット探索のための探索ウィンドウの中心のドリフトは予め決
定されたスレショルドよりも小さいと決定するようにさらに構成されるＣ１６に記載のア
クセス端末。
［Ｃ２４］
　前記プロセッサは、スロットサイクルインデックスにおける分散のうちの少なくとも１
つは予め決定されたスレショルドよりも小さい、ＤＲｘサイクルにおける分散は予め決定
されたスレショルドよりも小さい、又はページメッセージ誤り率は予め決定されたスレシ
ョルドよりも小さいと決定するようにさらに構成されるＣ１６に記載のアクセス端末。
［Ｃ２５］
　前記プロセッサは、
　少なくとも１つの前パイロット取得が第１の試み中に成功裏にパイロットを取得したと
決定し、
　少なくとも１つの成功裏に取得されたパイロットの強度は予め決定されたスレショルド
よりも大きいと決定し、
　成功裏に取得されたパイロットにおける復調フィンガーの強度は予め決定されたスレシ
ョルドよりも大きいと決定し、
　パイロット探索のための探索ウィンドウの中心のドリフトは予め決定されたスレショル
ドよりも小さいと決定し、及び
　スロットサイクルインデックスにおける分散のうちの少なくとも１つは予め決定された
スレショルドよりも小さい、ＤＲｘサイクルにおける分散は予め決定されたスレショルド
よりも小さい、又はページメッセージ誤り率は予め決定されたスレショルドよりも小さい
と決定するようにさらに構成されるＣ１６に記載のアクセス端末。
［Ｃ２６］
　前記プロセッサは、前記アクセス端末は緊急コールバックモードにないと決定するよう
にさらに構成されるＣ１６に記載のアクセス端末。
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　前記プロセッサは、呼又はシステムアクセス試みのうちの１つの終了に引き続く予め決
定された時間ウィンドウが経過していると決定するようにさらに構成されるＣ１６に記載
のアクセス端末。
［Ｃ２８］
　前記パイロット取得タイムラインを前記好適化することは、前記チャネルの前記特徴は
不良なチャネル品質を示すとの決定によりデフォルト継続時間に対してパイロット取得タ
イムラインの継続時間を延長することを備えるＣ１６に記載のアクセス端末。
［Ｃ２９］
　前記パイロット取得タイムラインを前記好適化することは、パイロット探索に対応する
探索パラメータを変更することをさらに備えるＣ２８に記載のアクセス端末。
［Ｃ３０］
　前記パイロット取得タイムラインを前記好適化することは、パイロット探索に対応する
探索アルゴリズムを変更することを備えるＣ２８に記載のアクセス端末。
［Ｃ３１］
　無線通信のために構成されたアクセス端末であって、
　低電力状態からウェークするための手段と、
　前記無線チャネルの特徴又は前記アクセス端末の状態のうちの少なくとも１つが予め決
定された継続時間の間持続されると決定するための手段と、
　前記決定によりパイロット取得タイムラインを好適化するための手段と、
　前記ダイナミックに好適化されたパイロット取得タイムラインによりパイロットを探索
するための手段と、を備える、無線通信のために構成されたアクセス端末。
［Ｃ３２］
　前記パイロット取得タイムラインを好適化するための前記手段は、デフォルトの継続時
間に対して前記パイロット取得タイムラインの継続時間を短縮するように構成されるＣ３
１に記載のアクセス端末。
［Ｃ３３］
　アクセス端末において動作可能なコンピュータプログラム製品であって、
　低電力状態からウェークすることをコンピュータに行わせるための命令と、
　無線チャネルの特徴又は前記アクセス端末の状態のうちの少なくとも１つが予め決定さ
れた継続時間の間持続されると決定することをコンピュータに行わせるための命令と、
　前記決定によりパイロット取得タイムラインを好適化することをコンピュータに行わせ
るための命令と、
　前記ダイナミックに好適化されたパイロット取得タイムラインによりパイロットを探索
することをコンピュータに行わせるための命令と、を備える、コンピュータによって読み
取り可能な記憶媒体を備える、アクセス端末において動作可能なコンピュータプログラム
製品。
［Ｃ３４］
　前記パイロット取得タイムラインを好適化することをコンピュータに行わせるための前
記命令は、デフォルトの継続時間に対して前記パイロット取得タイムラインの継続時間を
短縮するように構成されるＣ３３に記載のコンピュータプログラム製品。
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